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(57)【要約】
【課題】回転体である引出し装置の施錠レバーを簡素に
作って簡単かつ適切に支持することのできる支持構造を
提供する。
【解決手段】平面部である外板１１ａ等を有する収納空
間Ｓに回転体である施錠レバー６１を収納するにあたり
、施錠レバー６１が外周面６１ｙを有し、収納空間Ｓに
収容された施錠レバー６１が外周面６１ｙを平面部であ
る外板１１ａ等に接触させて回転方向にガイドされるよ
うに構成したので、収納空間Ｓと施錠レバー６１ｙとの
間に嵌合精度の高い軸受構造を要することがなく、組み
付けを平易に行うことができるとともに、施錠レバー６
１の長手方向の一端面である底部６１ｇが平面状をなし
、その底部６１ｇを収納空間Ｓ内の対応位置に設けた支
持板１０ｆに接触させて当該施錠レバー６１を回転可能
に支持させるようにしているので、脆弱な軸を施錠レバ
ー６１の端部に設けることを要さず、施錠レバー６１を
樹脂等で作っても、強度を有効に高めることができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
一又は２以上の平面部を有する収納空間に回転体を収納するにあたり、前記回転体が外周
面を有し、前記収納空間に収容された回転体が前記外周面を前記平面部に接触させて回転
方向にガイドされるように構成するとともに、前記回転体の少なくとも長手方向の一端面
を平面状もしくは曲面状にし、その一端面を前記収納空間内の対応する内面に接触させて
当該回転体を回転可能に支持してなることを特徴とする回転体の支持構造。
【請求項２】
収納空間が少なくとも内板と外板に囲まれており、内板には回転体を長手方向と直交する
方向に挿脱可能とするための開口部が設けられている請求項１記載の回転体の支持構造。
【請求項３】
前記開口部が、前記回転体の長手寸法と略同じかそれよりも長いものであり、前記回転体
の一部に、前記開口部への挿入に伴って回転体を長手方向へ変位させることにより回転体
の抜脱を規制する抜脱規制部を構成している請求項２記載の回転体の支持構造。
【請求項４】
回転体が、開口部の一側縁に係り合う基準線部と、平面部である前記外板の内面および前
記開口部の他側縁に接触もしくは近接した位置を保って移動する外周面とを有している請
求項３記載の回転体の支持構造。
【請求項５】
回転体が作動体との間にロック機構を構成するものであって、回転体より外方に向けてロ
ック爪を突出させ、収納位置でこのロック爪を、回転体の正逆方向の回転に伴い内板に設
けた開口から突没させて、突出時に作動体に係り合ってその作動をロックするように構成
している請求項３又は４記載の回転体の支持構造。
【請求項６】
回転体の外方に向けて規制部を設け、この規制部を内板に突き当てて回転体の少なくとも
何れか一方の回転を規制している請求項５記載の回転体の支持構造。
【請求項７】
回転体が樹脂一体成形されたものである請求項１～６記載の回転体の支持構造。
【請求項８】
請求項１～７何れかに記載の支持構造を適用した引出し装置であって、回転体が作動体で
ある引出しとの間にロック機構を構成する施錠レバーであって、施錠レバーが、引出しを
収納する筐体の側壁に設けた収納空間に収容され、施錠レバーの一端部からは外方に向け
てロック爪が突出し、収納位置で施錠部から施錠レバーの他端部が押圧された際に、施錠
レバーの一端部に設けた前記ロック爪が、施錠レバーの正逆方向の回転に伴って筐体の側
壁に設けた開口から突没して、引出しに設けた被係り合い部に選択的に係り合ってその引
出し動作をロックするように構成していることを特徴とする引出し装置。
【請求項９】
請求項１～８何れかに記載の支持構造を適用して回転体を支持したことを特徴とする家具
。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転体を簡単に取り付けて適切に支持させることができるようにした回転体
の支持構造並びにこれを適用した引出し装置及び家具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　回転体を支持する構造には、従来より種々多様なものが知られており、家具の分野にお
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いて回転体を簡易に支持する構造としては、例えば特許文献１に示すもの等を挙げること
ができる。
【０００３】
　このものは、引出しとの間に引出しロック機構を構成すべく、筐体の側壁に回転体であ
る施錠レバーを回転可能に収容するようにしたもので、この引出し装置は、引出しが組み
込まれる本体の側壁の少なくとも前縁部が外板と内板とからなり、その外板と内板との間
の収納空間内に、上、下両端央に軸部を有する板状の施錠レバーを、その軸部を中心にし
て厚み方向に回動し得るように収容してある。そして、この施錠レバーの一方の回動縁に
、引出しの段数に対応する数のロック爪を突設するとともに、前記側壁の内面にこれらロ
ック爪が通過可能な爪突出口を設け、この施錠レバーを弾性付勢機構により各ロック爪が
側壁内に没入する方向に回動付勢しておくとともに、この施錠レバーの他方の回動縁を錠
の作動杆により押圧した場合に前記ロック爪が爪突出口から一斉に突出するように構成し
、突出したロック爪により各引出しをそれぞれロックし得るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２１４８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、このような構造であると、軸受部分に嵌合精度を要するため、収納空間内に
設けた軸受けに軸部を支持させるように組み付ける際の作業効率が悪いという問題がある
。また、軸部の強度を保つために、施錠レバーには板金等を用いる必要があり、重量が嵩
む上に、組み付け作業が容易ではなく、施錠レバーの動作も比較的重いものになる。さら
に、施錠レバーを持ち上げて長手方向から収納空間に挿入しなければならないため、作業
が繁雑であるとともに作業スペースの制約が多い等の不具合も伴うものである。
【０００６】
　本発明は、このような施錠レバーを始め、特に家具の分野において種々の回転体を簡単
かつ適切に支持する上で有用となる回転体の支持構造を、これが適用される引出し装置そ
の他の家具とともに提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、かかる目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。
【０００８】
　すなわち、本発明に係る回転体の支持構造は、一又は２以上の平面部を有する収納空間
に回転体を収納するにあたり、前記回転体が外周面を有し、前記収納空間に収容された回
転体が前記外周面を前記平面部に接触させて回転方向にガイドされるように構成するとと
もに、前記回転体の少なくとも長手方向の一端面を平面状もしくは曲面状にし、その一端
面を前記収納空間内の対応する内面に接触させて当該回転体を回転可能に支持してなるこ
とを特徴とする。少なくとも長手方向の一端面とは、回転体を上下に配置したならば上下
方向の端部に位置する端面を指す。端面にリブ等が設けられている場合には、リブ等の部
分だけで接触する態様も含まれ、必ずしも一端面全体が接触していることを要しない。
【０００９】
　このように構成すれば、嵌合精度の高い軸受構造を要することがないため、平易に組み
付けて有効に作動させることができる。また、回転体の端部に脆弱な軸を設ける必要がな
いため、回転体を樹脂等で作っても、強度を有効に高めることができる。
【００１０】
　収納空間が少なくとも内板と外板に囲まれている場合に、回転体を収納する際の作業性
を高めるためには、内板に回転体を長手方向と直交する方向に挿脱可能とする開口部を設
けておくことが望ましい。
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【００１１】
　開口部が回転体の長手寸法よりも短い場合には、所謂けんどん方式で挿入するように構
成することも考えられるが、挿入を容易にする等の目的で前記開口部が前記回転体の長手
寸法と略同じかそれよりも長い状態で形成されている場合には、前記回転体の一部に、挿
入後に回転体を長手方向へ変位させることにより回転体の抜脱を規制する抜脱規制部を構
成しておくことが望ましい。
【００１２】
　回転体の回転をより簡単、適切に支持するためには、回転体が、開口部の一側縁に係り
合う基準線部と、平面部である前記外板の内面および前記開口部の他側縁に接触もしくは
近接した位置を保って移動する外周面とを有していることが望ましい。
【００１３】
　特に、本発明の支持構造は軸受部分を必要としないため、特に好適な対象の回転体とし
ては、作動体との間にロック機構を構成するものであり、回転体より外方に向けてロック
爪を突出させ、収納位置でこのロック爪を、回転体の正逆方向の回転に伴い内板に設けた
開口から突没させて、突出時に作動体に係り合ってその作動をロックするように構成され
ているものが有用である。
【００１４】
　簡易な構造で、回転体の作動範囲を有効に規定するためには、回転体の外方に向けて規
制部を設け、この規制部を内板に突き当てて回転体の少なくとも何れか一方の回転を規制
していることが好ましい。
【００１５】
　以上により、回転体を樹脂一体成形しても強度や耐久性等を高めることができ、樹脂に
することによる種々のメリットを追求することができるようになる。
【００１６】
　本発明の好適な適用例としては、上記の支持構造を適用して引出し装置を構成すること
が有効であって、回転体が作動体である引出しとの間にロック機構を構成する施錠レバー
であり、施錠レバーが、引出しを収納する筐体の側壁に設けた収納空間に収容され、施錠
レバーの一端部からは外方に向けてロック爪が突出し、収納位置で施錠部から施錠レバー
の他端部が押圧された際に、施錠レバーの一端部に設けた前記ロック爪が、施錠レバーの
正逆方向の回転に伴って筐体の側壁に設けた開口から突没して、引出しに設けた被係り合
い部に選択的に係り合ってその引出し動作をロックするように構成していることが効果的
である。
【００１７】
　勿論、上記の支持構造を適用すれば、種々の家具の回転体を簡単、適切に支持させるこ
とが可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、以上説明した構成であるから、精度の高い軸受構造や回転体の端部に脆弱な
軸を設けることを不要にして、回転体を強度を損なわずに簡素に作って簡単に組み込み、
適切に作動させることができるようにした、新規有用な回転体の支持構造を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態を適用した袖デスクの一部分解斜視図。
【図２】同袖デスクを別角度から見た一部分解斜視図。
【図３】同実施形態の引出しラッチ機構を示す斜視図。
【図４】同実施形態の引出しロック機構の一部を示す斜視図。
【図５】同引出しロック機構の原理を示す一部破断した斜視図。
【図６】同引出し装置の引出しロック機構を構成する回転体である施錠レバー及びその支
持構造を示す分解斜視図。
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【図７】同施錠レバーを組み込んだ状態を示す斜視図。
【図８】同施錠レバーに更にレールが取り付けられた状態を示す斜視図。
【図９】同施錠レバーの組み付け状態を平面視もしくは平断面視して示す模式図。
【図１０】図９に対応した施錠レバーの作動説明図。
【図１１】同施錠レバーの組み付け状態を正面側から示す部分拡大図。
【図１２】同施錠レバーの上動を規制する構造を示す図。
【図１３】同施錠レバーと引出しロック機構との関係を上段の引出しについて示す図。
【図１４】同施錠レバーと引出しロック機構との関係を中段および下段の引出しについて
示す図。
【図１５】同引出し装置を組み込んだ筐体と天板との取付構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２１】
　図１及び図２は、本発明の一実施形態に係る引出し装置が適用される収納家具たる袖デ
スクＤを分解して示すもので、天板Ｄ１の少なくとも一端側を袖部Ｄ２で支持して構成さ
れている。
【００２２】
　袖部Ｄ２は、左右の側壁１１を、少なくとも底板１２と背壁（図示しない）と上部横架
材１３とにより連結して形成される筐体１を主体とするもので、筐体１の組立後に天板Ｄ
１を袖部Ｄ２上に載置し、上部横架材１３に付帯させた後述するボルトにより締結して組
み付けられる。筐体１の内部には、上段に浅い引出し２が、中段及び下段に深い引出し３
，４がそれぞれ組み込まれる。
【００２３】
　筐体１の側壁１１には、図３等に示すように前縁側に該側壁１１の外板１１ａ、前板１
１ｂおよび内板１１ｃの間に扁平な空間Ｓを形成する前補強部１１ｘが設けてあり、後縁
側に図１及び図２に示すように当該側壁１１の内側に前向き面１１ｄと内向き面１１ｅを
形成する後補強部１１ｙが設けてある。そして、前補強部１１ｘと後補強部１１ｙに、そ
れぞれ各引出し２，３，４を出し入れ可能に支持するレール１ａ、１ｂ、１ｃを取り付け
ている。
【００２４】
　この実施形態の上段レール１ａはローラを有する固定レールであり、中段レール１ｂは
固定レールにローラを有する中間レールを装着したサスペンションレールであり、下段レ
ール１ｃも固定レールにローラを有する中間レールを装着したサスペンションレールであ
る。
【００２５】
　上段の引出し２は、収納空間Ｓａを形成する引出し本体２１の前端部に鏡板２３を装着
してなるもので、その引出し本体２１の両外側面には、前後に伸びる中空体状の突条２４
を設け、その突条２４を袖部１の上段レール１ａにスライド可能に支持させ得るようにし
ている。中段の引出し３は、収納空間Ｓｂを形成する引出し本体３１の前端部に鏡板３３
を装着してなるもので、その引出し本体３１の両外側面には、前後に伸びる中空体状の突
条３４を設け、その突条３４を袖部１の中段レール１ｂにスライド可能に支持させ得るよ
うにしている。下段の引出し４は、収納空間Ｓｃを形成する引出し本体４１の前端部に鏡
板４３を装着してなるもので、その引出し本体４１の両外側面には、前後に伸びる中空体
状の突条４４を設け、その突条３４を袖部１の下段レール１ｃにスライド可能に支持させ
得るようにしている。
【００２６】
　そして、筐体１と引出し２，３，４との間に、これらの引出し２，３，４を収納位置に
係留する引出しラッチ機構５と、これらの引出し２，３，４を収納位置にロックする引出
しロック機構６とを構成している。
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【００２７】
　引出しラッチ機構５は、図１～図３に示すように、引出し２、３，４に設けたラッチ要
素５１ａ、５１ｂ、５１ｃと、引出し２、３，４を収納する筐体１に設けた第１の被係り
合い部５２ａ、５２ｂ、５２ｃとから構成される。ラッチ要素５１ａ、５１ｂ、５１ｃは
、鏡板２３．３３．４３の裏面から後方に延出した板状のもので、先端を引出し２，３、
４の出し入れ方向と略直交する方向に作動させて筐体１の側壁１１に対して接離させるよ
うに支持され、且つ引出し本体２１，３１，４１の外側面から離れて筐体１の側壁１１に
向かう方向にバネ５０により弾性付勢されている。中段の引出し３の鏡板３３の裏面は実
際には図４に示すような裏板３３ａが装着され、他の引出し２，４についても同様であっ
て、図３に示すラッチ要素５１ａ、５１ｂ、５１ｃはこれらの裏板３３等を貫通して後方
に延出される。これに対して筐体１側の第１の被係り合い部５２ａ、５２ｂ、５２ｃは、
前補強部１１ｘの内板１１ｃに設けられ、引出し２，３，４を収納位置にまで没入させた
際に各々のラッチ要素５１ａ、５１ｂ、５１ｃを筐体１の側壁１１の内面に向かう方向に
作動させて、第１の被係り合い部５２ａ、５２ｂ、５２ｃに係り合わせるようにしている
。引出し２，３，４の鏡板２３，３３，４３にはラッチ要素５１を第１の被係り合い部５
２から離脱させるための引出しレバー２０，３０，４０が設けてある。
【００２８】
　引出しロック機構６は、図１、図２及び図５に示すように、筐体１側に設けた回転体で
ある施錠レバー６１と、引出し２，３，４側に設けた第２の被係り合い部６２ａ、６２ｂ
、６２ｃおよび施錠部６３とから構成される。施錠レバー６１は、筐体１の前補強部１１
ｘに形成した空間Ｓに収容された上下方向に長尺なもので、水平旋回可能によって、各引
出し２，３，４に対応する高さ位置において一端部より外方に向けてロック爪６１ａ、６
１ｂ、６１ｃを突没させ得るようにしている。筐体１の前補強１１ｘには、図２及び図５
（ｂ）に示すように、施錠レバー６１の他端部のうち中段の引出し３に対応する高さ位置
を前補強部１１ｘの内板１１ｃの内面側に表出させるための透窓６０が設けてある。一方
、図１及び図５（ａ）に示す第２の被係り合い部６２ａ、６２ｂ、６２ｃは、各引出し２
，３，４において施錠レバー６１の各ロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃに対応する位置に
設けてある。図５（ａ）で第２の被係り合い部６２ｂ（６２ａ、６２ｃ）は板金をＶ字状
に折り曲げたものを図示しているが、実際にこのような形態は図１に示す中段引出し３お
よび下段引出し４の第２の被係り合い部６２ｂ、６２ｃのみで、上段引出し２の第２の被
係り合い部６２ａは実際には図１に示すように突条２４を切り欠いて設けた凹部とされて
いる。また、施錠部６３は、図４及び図５（ｂ）に示すように中段の引出し３に設けられ
て、施錠操作により、図４に示すように鏡板２２の裏面に設けた施錠杆６３ａを水平側方
に突没させるように構成されている。この施錠杆６３ａは、中段引出し３の収納位置で図
５（ｂ）に示すように前記透窓６０に対向する部位に位置づけられ、錠操作により施錠杆
６３ａが側方に突出すると、透窓６０内に進入して施錠レバー６１の他端部を押圧し、こ
れにより施錠レバー６１が矢印方向に回転して、一端部に設けた図５（ａ）のロック爪６
１ａ、６１ｂ、６１ｃが想像線で示す位置に突出し、これにより対応する引出し２，３，
４の第２の被係り合い部６２ａ、６２ｂ、６２ｃに前後方向に係り合って、引出し２，３
，４の引出し動作を禁止するものである。
【００２９】
　このような構成において、本実施形態は、回転体である前記施錠レバー６１に本発明を
適用して、筐体１の側板１１への簡単な組み付けを実現するとともに、移動体である引出
し２，３，４に対する施解錠動作を適切に行わせるようにしている。
【００３０】
　具体的に説明すると、本実施形態は、前記前補強部１１ｘの扁平な空間を収納空間Ｓと
するもので、前記内板１１ｃに図６に示すように施錠レバー６１が通過する上下方向に連
続した開口部１０を設け、施錠レバー６１を長手方向と直交する方向に移動させて前記開
口部１０に挿入するようにしている。
【００３１】
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　施錠レバー６１は、樹脂一体成形により作られたもので、多数のリブを組み合わせた形
態のレバー本体６１ｘを主体とし、そのレバー本体６１ｘの上端部、中間部および下端部
にそれぞれ前述したロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃを水平方向に突出させるとともに、
これらのロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃを避けた長手方向の適宜位置に、内板１１ｃに
向かう側に係止面６１ｄｘを有する規制部６１ｄを突出させている。図６及び図９等に示
されるように、長手方向の上端に位置する頂部６１ｅ（図６：Ａセクション）は基準線部
ｚのまわりの半円状の板状部をなし、前記規制部６１ｄが設けられている部位（図６：Ｂ
セクション）も基準線部ｚのまわりの半円状の板状部をなし、長手方向の下端に位置する
底部６１ｆ（図６：Ｃセクション）も基準線部ｚのまわりの半円状の板状部をなし、それ
以外の長手方向の適宜部位（図６：Ｄセクション）は基準線部ｚのまわりの扇状部６１ｇ
をなしている。基準線部ｚは長手方向に連続していて、基準線部ｚの内側には段部によっ
て１８０度よりも小さい開き角の補角部６１ｚが形成されている。頂部６１ｅには上方に
向けて図７及び図９に示すような突起６１ｈが設けられてねじりコイルばね６１ｊが装着
され、その一端６１ｊ１を施錠レバー６１の一端側に設けた係止片６１ｋに係り合わせ、
他端６１ｊ２を施錠レバー６１の他端側に設けた係止片６１ｋ´を越えて側方に突出させ
ている。
【００３２】
　一方、図６等に示す開口部１０は、レバー本体６１ｘに対応した矩形状の主開口１０ｘ
の一部に、前記ロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃおよびねじりコイルばね６１ｊの他端６
１ｊ２が通過する切欠１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｊを設けたもので、下端側の開口縁
は収納空間Ｓ側に折り曲げられて支持板１０ｆを形成している。
【００３３】
　そして、施錠レバー６１を図７に想像線で示すように他端部が先に進入する姿勢にして
長手方向と直交する方向に移動させ、レバー本体６１ｘ、ロック爪６１ａ、６１ｂ、６１
ｃおよびねじりコイルばね６１ｊをそれぞれ主開口１０ｘおよび切欠１０ａ、１０ｂ、１
０ｃ、１０ｊに挿入し、その位置で回転させて軸方向に落とし込むことによって、図７に
示すように、底部６１ｆが支持板１０ｆ上に載せ置かれ、その位置でロック爪６１ａ、６
１ｂ、６１ｃが依然として切欠１０ａ、１０ｂ、１０ｃ内に位置し、ねじりコイルばね６
１ｊの他端６１ｊ２は図１１に示すように切欠１０ｊの下に開口を狭める方向に突出させ
て設けた係止面１０ｊ２の内面に係止されるようにしている。なお、施錠レバー６１には
上段側のロック爪６１ａの直下に抜脱規制部６１ｍが形成してあるとともに、開口部１０
の切欠１０ａの下には規制片１０ｍが開口を狭める方向に突出しており、落とし込んだ位
置で抜脱規制部６１ｍが規制片１０ｍの内面に前後方向に重合するように設定してある。
また、施錠レバー６１の一部には、片持ち的に支持されて弾性変形可能な図１２に示す変
形部６１ｐ（図７：Ｇセクション）が設けてあり、その外周には突起６１ｐ´が形成され
ている。この変形部６１ｐは、施錠レバー６１を長手方向と直交する方向に移動させて開
口部１０に挿入する際に他方の開口縁１０ｔと干渉して弾性変形し、その位置から施錠レ
バー６１を落とし込んだ際に開口縁１０ｔに設けた切欠１０ｐに突起６１ｐ´が入り込ん
で変形部６１が弾性復元するものである。この突起６１ｐ´は、施錠レバー６１の浮き上
がりを規制する上動規制部の役割を果たす。
【００３４】
　施錠レバー６１を収納したら、図８に示すように、開口部１０を部分的に塞ぐようにし
て所定位置にレール１ａ、１ｂ、１ｃを取り付ける。ロック爪６１ｂ、６１ｃは中段レー
ル１ｂ及び下段レール１ｃと干渉しない位置にあり、切欠１０ｂ、１０ｃから自由にロッ
ク爪６１ｂ、６１ｃを突没させることができるが、ロック爪６１ａは上段レール１ａと重
合する位置にあるため、当該上段レール１ａには切欠１０ａ口に対応する位置にロック爪
６１ａを突没させる切欠１ａｘが設けてある。レール１ａ、１ｂ、１ｃを取り付けること
により、施錠レバー６１は完全に収納空間Ｓ内に脱落しないように保持される。
【００３５】
　このような収納位置において、施錠レバー６１と開口部１０とは、図９に示すように補
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角部６１ｚが開口部１０の一側縁１０ｓに係り合って基準線部ｚが当該一側縁１０ｓに合
致した状態を保ち、板状部である前記頂部６１ｅ、規制部６１ｄが設けられている部位、
底部６１ｆおよび扇状部６１ｇの各々の外周面６１ｙが外板１１ａの内面に接触もしくは
近接するとともに、規制部６１ｄが設けられた板状部の外周面６１ｙが開口部１０の他側
縁１０ｔに係り合い、その位置関係を保って施錠レバー６１は図９→図１０のように回転
方向にガイドされながら移動できるようにしている。
【００３６】
　そして、施錠レバー６１は通常時において、ねじりコイルばね６１ｊにより平面視左回
りに押し付けられて、図９に示すように規制部６１ｄが開口部１０の他側縁１０ｔに係り
合った位置にあり、ロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃは図１３（図７：Ｅセクション）や
図１４（図７：Ｆセクション）に想像線で示す位置に没入して、引出し１ａ、１ｂ、１ｃ
に設けた第２の被係わり合い部６２ａ、６２ｂ、６２ｃの移動を妨げない位置にある。
【００３７】
　この状態で、図５に示した引出しロック機構６の施錠部６３に対する操作によって施錠
杆６３ａを突出させ、これにより施錠レバー６１の他端部が押し付けられると、施錠レバ
ー６１は図７に示したように底部６１ｆを支持板１０ｆに接触（面接触）させた状態にあ
り、図９に示したように外周面６１ｙも平面部である外板１１ａの内面と開口部１０の他
側縁１０ｔとにガイドされているため、施錠レバー６１が図９→図１０のように平面視右
回りに回転して、図１３及び図１４に実線で示す位置に向かってロック爪６１ａ、６１ｂ
、６１ｃが突出し、これにより引出し１ａ、１ｂ、１ｃの第２の被係り合い部６２ａ、６
２ｂ、６２ｃに係り合って、その引出し動作をロックすることになる。
【００３８】
　なお、上段の引出し２に設定される図１３（ａ）の第２の被係り合い部６２ａが上段レ
ール１ａに設けた凹部であることは先に述べたところであるが、中段引出し３を押し込ん
で施錠部６３を施錠した後、上段引出し２が引き出されたままの状態になる事態は、樹脂
製の施錠レバー６１のねじりに起因して想定されるところである。このような場合に上段
引出し２に錠（キー）を収納したまま押し込むと、錠を取り出すことが困難となる。そこ
で、この実施形態では、引出し２の被係り合い部６２ａよりも更に後方に同図（ｂ）に示
す第３の被係り合い部１６２ａが凹設してある。この被係り合い部１６２ａは、凹部の奥
側に前向きの斜面を有しており、引出し２を押し込む際に経過的にロック爪６１ａが落ち
込む感触をもって利用者に注意を促すものである。この被係り合い部１６２ａに対しては
、前記斜面に沿ってロック爪６１ａを離脱させて再び引出し２を引き出すことが可能であ
り、錠の閉じ込めを防止できる有効な手立てとなり得る。
【００３９】
　このようにして図１及び図２に示す筐体１が組み上がったら、上部横架材１３上に天板
Ｄ１を載せ置いて両者を締結する。本実施形態では、図１５に示すように上部横架材１３
に設けた取付部９１に予め樹脂製のホルダ９２を弾性的に装着してボルト９３を保持させ
ておき、このボルト９３を予め天板Ｄ１の下面に設けたインサートナット９４に螺合させ
ることによって、筐体１への天板Ｄ１の取り付けを簡単に行うことができるようにしてい
る。
【００４０】
　以上のように、本実施形態に係る回転体の支持構造は、平面部である外板１１ａ等を有
する収納空間Ｓに回転体である施錠レバー６１を収納するにあたり、施錠レバー６１が外
周面６１ｙを有し、収納空間Ｓに収容された施錠レバー６１が外周面６１ｙを平面部であ
る外板１１ａ等に接触させて回転方向にガイドされるように構成したので、収納空間Ｓと
施錠レバー６１ｙとの間に嵌合精度の高い軸受構造を要することがなく、組み付けを平易
に行うことができる。
【００４１】
　特に、施錠レバー６１の長手方向の一端面である底部６１ｇが平面状をなしており、そ
の底部６１ｇを収納空間Ｓ内の対応する位置に設けた内面である支持板１０ｆに接触させ
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て当該施錠レバー６１を回転可能に支持させるようにしているので、脆弱な軸を施錠レバ
ー６１の端部に設ける必要がない。このため、施錠レバー６１を樹脂等で作っても、強度
を有効に高めることができる。
【００４２】
　また、収納空間Ｓが少なくとも内板１１ｃと外板１１ａに囲まれているが、内板１１ｃ
には施錠レバー６１を長手方向と直交する方向に挿脱可能とする開口部１０が設けられて
いるので、長手方向から挿入する場合のような作業の繁雑さや作業スペースの制約がなく
、収納空間Ｓに施錠レバー６１を平易に挿入することができる。
【００４３】
　また、これと併せて、施錠レバー６１の一部に、挿入後に長手方向へ変位させることに
よって内板１１ｃの内面に係り合って自身の抜脱を規制する抜脱規制部６１ｍを設けてい
るので、施錠レバー６１を挿入位置に確実に保持させることができる。この実施形態では
、ねじりコイルばね１０ｊの他端１０ｊ２も抜脱規制部６１ｍとして機能しているもので
ある。
【００４４】
　さらに、施錠レバー６１が、開口部１０の一側縁１０ｓに係り合う基準線部ｚと、平面
部である前記外板１１ａの内面および前記開口部１０の他側縁１０ｔに接触もしくは近接
した位置を保って移動する外周面１０ｙとを有し、基準線部ｚを支点とし、外板１１ａの
内面と内板１１ｃの開口縁１１ｔの２点で回転をガイドされることになるため、軸受構造
を有さずとも、円滑な回転動作を実現することができる。
【００４５】
　より具体的には、施錠レバー６１が作動体である引出し２，３，４との間にロック機構
６を構成するものであって、施錠レバー６１より外方に向けてロック爪６１ａ、６１ｂ、
６１ｃを突出させ、収納位置でこのロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃを、施錠レバー６１
の正逆方向の回転に伴い内板１０ｃに設けた開口である切欠１０ａ、１０ｂ、１０ｃから
突没させて、突出時に引出し２，３，４に係り合ってその作動をロックするように構成さ
れるものであり、衝撃を受け止める部材であるが、脆弱な軸受構造を有していないため、
樹脂で作っても信頼性と耐久性を確保することができる。
【００４６】
　さらに、施錠レバー６１の外方に向けて規制部６１ｄを設け、この規制部６１ｄを内板
１０ｃに突き当ててロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃが没入する方向への施錠レバー６１
の回転を規制しているため、簡単な構造で施錠レバー６１に適切な作動範囲を与えること
ができる。
【００４７】
　そして、以上のように施錠レバー６１は、樹脂で作っても強度と耐久性を確保できるこ
とから、本実施形態では樹脂を採用しており、ロック爪６１ａ、６１ｂ、６１ｃや規制部
６１ｄ、抜脱規制部６１ｍ等々、成型に自由度があるため板金では実現できない様々な作
り込みをすることができて、引出２，３，４の仕様違い（高さ違い）にも共用できるよう
な作り込み等も有効に追求することができる。そして、樹脂であるために施錠レバー６１
が軽量化できて取り扱いが簡単となり、施錠部６３の解錠時にはねじりコイルばね６１ｊ
の弾性だけで施錠レバー６１を解錠位置に移動させることができるなど、作動も軽快でス
ムーズなものにすることができる。
【００４８】
　したがって、回転体の支持構造としては、上記のような施錠レバー６１を有する引出し
装置として極めて有用であり、これ以外にも、種々の回転体を備える収納家具の回転体支
持構造として好適に利用することができる。
【００４９】
　例えば、幅広な引出を水平に配置した回転体の回転によって施解錠するように構成され
た家具の当該回転体の支持に適用したり、建築物のドアや家具の扉などの軸を回転体とし
て本発明を適用するなど、緩やかに回転するものであれば種々な用途に適用することがで
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【００５０】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、各部の構成は図示例に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【符号の説明】
【００５１】
　Ｓ…収納空間
　２，３，４…作動体（引出し）
　６…引出しロック機構
　１０…開口部
　１１ａ…平面部（外板）
　１１ｃ…内板
　１０ｆ…内面（支持面）
　１０ｓ…一側縁
　１０ｔ…他側縁
　６１…回転体（施錠レバー）
　６１ａ、６１ｂ、６１ｃ…ロック爪
　６１ｄ…規制部
　６１ｆ…一端面（底部）
　６１ｍ…抜脱規制部
　６１ｙ…外周面
　ｚ…基準線部
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